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は
じ
め
に

　

引
受
け
過
失
と
は
、
熟
練
あ
る
い
は
専
門
知
識
が
必
要
な
活
動
に
つ
い
て
、
必
要
な
熟
練
・
専
門
知
識
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
行
す
る
場
合
、
直
接
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
（
結
果
行
為
）
時
に
は
予
見
不
可
能
あ
る
い
は
結
果
回
避
不
可
能
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
行
為
を
引
き
受
け
る
行
為
（
原
因
行
為
）
時
点
に
溯
っ
て
、
そ
の
行
為
に
過
失
犯
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
、
予

見
可
能
性
・
結
果
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
過
失
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
実
行
行
為
が
、
直
接
法
益
を
侵
害
す
る
行

為
か
ら
予
見
・
結
果
回
避
不
可
能
の
原
因
と
な
っ
た
事
前
の
行
為
へ
と
溯
及
な
い
し
前
倒
し
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
犯
罪
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
要
素
は
実
行
行
為
時
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
同
時
存
在
の
原
則
の
問
題
状
況
が
、
構
成
要
件
の
レ
ベ

ル
で
生
じ
る
こ
と
に
な
る）

1
（

。
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過
失
犯
に
お
い
て
は
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る）

2
（

。
故
意
犯
と
は
異
な
り
、
実
行
行
為

を
、
直
接
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
か
ら
そ
れ
以
前
の
原
因
行
為
に
前
倒
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
）
3
（

。
ま
た
、
前
倒
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
場
合
、
ど
こ
ま
で
前
倒
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
要
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
引
受
け
過
失
が
問
題
と
な
る
医
療
事
故
、
お
よ
び
近
年
新
た
な
犯
罪
類
型
が
新
設
さ
れ
た

危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
含
む
交
通
事
故
を
素
材
と
し
て
、
結
果
行
為
時
に
構
成
要
件
該
当
性
を
欠
く
行
為
に
つ
い
て
、
事
前
の
行
為
に
基
く

可
罰
性
の
基
礎
づ
け
の
根
拠
お
よ
び
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

２　

過
失
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
前
倒
し
の
根
拠

⑴　

過
失
行
為
の
定
型
性

　

結
果
行
為
時
に
結
果
が
予
見
不
可
能
あ
る
い
は
回
避
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
過
失
犯
の
場
合
は
過
失
行
為
の
定
型
が
緩
や
か
で
あ
り
、
結

果
は
そ
の
過
失
行
為
と
相
当
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
足
り
る
た
め
に
、
過
失
行
為
を
結
果
行
為
よ
り
も
溯
っ
て
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

の
主
張
が
あ
る）

4
（

。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
過
失
に
よ
る
実
行
行
為
の
開
始
は
未
遂
の
限
界
に
結
び
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
過
失
犯
の
場
合
、
予
備
と
実
行
行

為
の
開
始
の
区
別
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
構
成
要
件
該
当
行
為
は
任
意
に
広
く
結
果
の
原
因
の
連
鎖
に
お
い
て
前
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
故
意
犯
で
あ
れ
ば
予
備
行
為
に
当
た
る
よ
う
な
行
為
が
過
失
犯
で
は
実
行
行
為
と
さ
れ
う
る
こ
と
、
ま
た
、
構
成
要
件
実
現
に
対
す
る

行
為
者
の
主
観
的
関
係
は
過
失
犯
に
お
い
て
は
必
要
な
く
対
応
関
係
は
な
い
こ
と
、
過
失
犯
の
可
罰
性
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
は
、
先
行
行

為
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら）

5
（

、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
こ
の
よ
う
に
、
前
段
階
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へ
の
前
倒
し
は
過
失
犯
の
一
般
原
則
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
同
様
の
根
拠
か
ら
、
引
受
け
過
失
と
い
う
特
別
な
理
論
は
必
要
で
な
い

と
も
い
わ
れ
て
い
る）

7
（

。

　

実
行
行
為
に
お
け
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
過
失
犯
の
実
行
行
為
の
要
件
と
し
て
の
危
険
性
は
、
危
険
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
（
制
御
で
き
な
い
危
険
）
に
実
質
的
な
危
険
性
が
認
め
ら
れ
、
法
益
侵
害
の
切
迫
性
は
要
件
で
は
な
く
、
危
険
の
制
御
を
失
っ
た
こ

と
に
よ
る
法
益
侵
害
の
（
あ
る
程
度
の
）
確
実
性
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
、
過
失
の
競
合
に
お
い
て
は
、
直
近
（
後
行
）
行
為
で
は
結
果
の

回
避
で
き
な
い
場
合
に
初
め
て
先
行
行
為
自
体
が
禁
止
さ
れ
、
実
行
行
為
は
先
行
行
為
に
溯
る
と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
過
失
犯
に
未
遂
処
罰
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
実
行
行
為
を
前
倒
し
す
る
こ
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
過
失
犯
と
故

意
犯
の
実
行
行
為
が
異
な
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
故
意
の
認
識
対
象
と
過
失
の
予
見
可
能
性
の
対
象
を
異
な
る
も
の
と
し
な
い

限
り
、
両
者
の
実
行
行
為
の
危
険
性
の
差
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る）

9
（

。

　

ま
た
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
予
見
可
能
性
は
﹁
結
果
﹂
の
予
見
可
能
性
で
は
な
く
、﹁
結
果
回
避
可
能
性
の
な
い
状
態
に
陥
る
こ
と
﹂
の

予
見
可
能
性
で
あ
り
、
最
終
結
果
と
の
関
係
で
は
間
接
的
な
予
見
可
能
性
に
と
ど
ま
る）
₁₀
（

。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
危
険
は
当
然
に
は
禁
止
の
対

象
と
は
な
り
え
ず
、
そ
の
よ
う
な
間
接
的
危
険
を
直
接
的
な
結
果
惹
起
行
為
と
同
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
意
犯
で
は
予
備
に
過
ぎ
な
い
、

行
為
遂
行
の
直
接
的
開
始
と
は
い
え
な
い
行
為
、
本
来
実
行
行
為
と
み
な
し
え
な
い
行
為
に
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
同

時
存
在
原
則
に
違
反
す
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る）
₁₁
（

。

　

厳
格
な
直
近
過
失
一
個
説
に
よ
れ
ば
、
実
行
行
為
の
前
倒
し
を
認
め
る
た
め
に
は
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
を
構
成
要
件
段
階
に
お

い
て
も
適
用
す
る
と
い
っ
た
特
別
な
法
理
が
必
要
と
な
る
が
、
過
失
併
存
説
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
に
は
前
倒
し
で
は
な
く
、
直
近
の
過
失
行

為
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
前
段
階
の
過
失
の
成
否
を
検
討
す
れ
ば
足
り
、
特
別
な
法
理
の
適
用
は
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
過
失
犯
の
実
行
行
為
は
故
意
犯
の
実
行
行
為
と
は
異
な
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

九
二
〇

交
通
事
故
お
よ
び
医
療
事
故
と
引
受
け
過
失

二
九
四
八

⑵　

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
と
の
類
似
性

　

過
失
犯
に
お
い
て
可
罰
性
が
広
く
肯
定
で
き
る
の
は
、
実
行
行
為
の
時
点
で
過
失
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
同
時
存
在
の
原

則
の
例
外
で
は
な
く
、
過
失
犯
の
結
果
の
帰
属
構
造
が
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
帰
属
構
造
と
の
類
似
性
を
も
つ
こ
と
に
理
由
が
あ

る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）
₁₂
（

。
結
果
回
避
が
不
可
能
な
（
自
由
で
な
い
結
果
回
避
無
能
力
）
状
態
を
招
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
に

責
に
帰
す
べ
き
理
由
が
存
在
す
る
（
原
因
に
お
い
て
自
由
で
あ
っ
た
）
場
合
に
、
結
果
の
帰
属
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る）
₁₃
（

。

　

ま
た
、
過
失
犯
は
法
定
さ
れ
た
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
で
あ
る
と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
旧
過
失
論
の
論
理
は
、
過
失
犯
を

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
物
理
的
な
可
能
性
を
前
も
っ
て
維
持
し
て
お
く
注
意
義
務
に
違
反
し
て

物
理
的
可
能
性
を
自
ら
消
滅
さ
せ
た
者
、
ま
た
は
事
実
認
識
を
前
も
っ
て
獲
得
す
る
注
意
義
務
に
違
反
し
て
結
果
予
見
を
持
た
な
か
っ
た
者

は
、﹁
例
外
的
に
﹂
責
任
阻
却
の
抗
弁
の
主
張
適
格
を
失
い
、
一
定
限
度
の
刑
事
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
過
失
制
度
の
趣
旨
で
あ
る
と
さ

れ
る）
₁₄
（

。
過
失
犯
に
お
い
て
は
、
結
果
回
避
義
務
は
、
結
果
回
避
義
務
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
維
持
・
確
立
す
る
、
あ
る
い
は
行

為
能
力
を
維
持
・
回
復
す
る
義
務
を
も
含
み
、
こ
の
義
務
は
結
果
行
為
時
か
ら
原
因
行
為
時
へ
と
前
倒
し
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
そ
の

前
提
に
あ
る）
₁₅
（

。

　

し
か
し
、
責
任
能
力
な
い
し
限
定
責
任
能
力
を
自
招
す
る
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
場
合
、
結
果
発
生
時
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る

違
法
な
行
為
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
引
受
け
過
失
の
場
合
は
、
結
果
発
生
時
に
は
刑
法
的
評
価
の
対
象
と
す
べ
き
構
成
要
件
該
当
行
為

が
存
在
し
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る）
₁₆
（

。
結
果
行
為
時
点
で
行
為
無
能
力
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
行
為
無
能
力
は
単
に
責
任
を
阻
却
す
る
も
の

で
は
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
を
排
除
し
、
一
定
の
条
件
下
で
の
原
因
行
為
に
よ
り
、
い
わ
ば
自
動
的
に
結
果
発
生
に
至
る
因
果
経
過
が
始

動
し
て
し
ま
い
、
事
前
の
原
因
行
為
に
所
為
の
起
点
と
し
て
結
果
惹
起
の
危
険
創
出
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
責
任
無
能
力
時
の
結
果
行
為
は
意
思
的
行
為
で
あ
り
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
実
行
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
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に
該
当
し
な
い
行
為
無
能
力
・
結
果
回
避
不
可
能
な
行
為
と
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
責
任
を
阻
却
す
る
責
任
無
能
力
の
行
為
と
は
異
な

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
無
能
力
と
責
任
無
能
力
を
区
別
す
る
限
り
、
こ
れ
を
共
通
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
妥

当
で
な
い）
₁₇
（

。
や
は
り
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
欠
く
結
果
行
為
は
、
問
責
対
象
と
な
る
構
成
要
件
該
当
行
為
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
引
受
け
過
失
ま
た
は
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
の
法
理
が
必

要
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑶　

過
失
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
前
倒
し
の
根
拠

　

犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
状
態
を
回
避
可
能
な
形
で
惹
起
し
、
そ
の
際
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
予

見
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
広
く
事
前
責
任
の
理
論
に
よ
り
犯
罪
が
成
立
す
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）
₁₈
（

。
し
か
し
、
原
因
行
為

に
責
任
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
欠
く
結
果
行
為
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
罪
刑
法
定
主
義
の

要
請
か
ら
、
い
か
に
非
難
す
べ
き
行
為
で
あ
っ
て
も
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
限
り
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意

ま
た
は
過
失
に
よ
り
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
性
を
惹
起
し
た
こ
と
を
非
難
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
行
為
の
構
成
要

件
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

引
受
け
過
失
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
結
果
行
為
時
の
直
接
的
な
法
益
侵
害
行
為
以
前
の
段
階
に
お
け
る
原
因
行
為
に
よ
り
自

ら
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
に
す
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
構
成
要
件
的
な
実
行
行
為
の
重
要
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
が
承

認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
注
意
義
務
が
事
前
の
ど
の
段
階
で
発
生
す
る
と
い
え
る
か
、
ま
た
、

そ
の
注
意
義
務
に
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
維
持
・
回
復
す
る
義
務
と
い
う
前
倒
し
可
能
な
義
務
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
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過
失
犯
の
実
行
行
為
は
、
注
意
義
務
が
現
実
化
し
、
そ
の
違
反
の
結
果
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
が
発
生
す
る
段
階
に
至

っ
た
時
点
か
ら
始
ま
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら）
₁₉
（

、
単
に
自
ら
責
に
帰
す
べ
き
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
な
状
態
を
開
始
し

た
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
実
行
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
者
が
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば

構
成
要
件
的
結
果
が
発
生
す
る
危
険
の
あ
る
状
況
を
作
出
し
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
危
険
の
あ
る
行
為
の
開
始
時
な
い
し
実
行
中
に
お
い

て
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
行
為
能
力
等
を
維
持
・
回
復
す
る
な
ど
、
結
果
発
生
を
回
避
す
る
た

め
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
結
果
発
生
が
回
避
で
き
る
時
点
で
、
注
意
義
務
は
現
実
化
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
引
受
け
過
失
は
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
状
況
下
で
事
前
に
回
避
す
べ
き
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
回
避
さ
れ
ず
に
現
実
化

し
た
構
成
要
件
実
現
の
危
殆
化
の
場
合
で
あ
り
、
結
果
行
為
に
先
行
す
る
段
階
で
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
維
持
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
注
意
義
務
の
発
生
を
基
礎
づ
け
る
状
況
の
下
で
、
重
要
な
中
間
段
階
な
し
に
自
動
的
に
障
害
な
く
構
成
要
件
的
結
果
発
生

に
至
る
因
果
経
過
を
そ
の
支
配
領
域
か
ら
解
放
し
、
因
果
経
過
に
結
果
回
避
へ
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う

な
、
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
な
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
の
開
始
時
点
か
ら
実
行
行
為
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
結
果
行
為
時
の
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
性
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

⑷　

引
受
け
過
失
の
要
件

　

引
受
け
過
失
は
、
実
行
行
為
を
前
倒
し
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
の
た
め
に
は
原
因
行
為
の
時
点
で
過
失
犯
の
す
べ
て
の
成
立
要

件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る）
₂₀
（

。
過
失
犯
の
実
行
行
為
を
故
意
犯
の
実
行
行
為
と
同
様
に
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
当
該
結
果
の
回
避
が

可
能
で
あ
っ
た
時
点
で
、
引
受
け
行
為
に
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
が
認
め
ら
れ
、
行
為
者
が
こ
の
危
険
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
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六
九
巻
七
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九
二
三

二
九
五
一

結
果
発
生
の
具
体
的
予
見
可
能
性
、
す
な
わ
ち
自
己
の
行
為
が
当
該
結
果
を
回
避
す
る
能
力
を
不
当
に
制
限
し
、
結
果
回
避
無
能
力
状
態
に

陥
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
り
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
の
具
体
的
な
予
見
可
能
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
危
険
性
が
発
生
し

た
結
果
に
実
現
し
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る）
₂₁
（

。
ま
た
、
故
意
を
想
定
し
た
場
合
に
未
遂
の
開
始
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
の
み

前
倒
し
が
可
能
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る）
₂₂
（

。
さ
ら
に
、
引
受
け
過
失
に
よ
る
過
失
犯
の
可
罰
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
結
果
回
避
可
能
性

あ
る
い
は
認
識
可
能
性
の
欠
如
自
体
を
回
避
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
道
路
交
通
・
医
療
の
よ
う
な
事
前
に
結
果
回
避

の
た
め
の
能
力
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
特
別
な
領
域
に
限
ら
れ
る
と
の
限
定
も
試
み
ら
れ
て
い
る）
₂₃
（

。
一
定
条
件
の
下
で
の
行
為
の
開
始
自
体

が
、
そ
の
後
の
物
理
的
結
果
回
避
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
、
自
動
的
に
結
果
へ
と
つ
な
が
る
結
果
行
為
の
起
点
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
初
め
て
、

過
失
結
果
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
の
根
拠
か
ら
で
あ
る）
₂₄
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
過
失
は
故
意
と
の
関
係
に
お
い
て
独
自
の
非
難
で
あ
り
、
直
接
的
な
構
成
要
件
実
現
の
開
始
へ
の
故
意
犯
の
法
律
上
の

限
定
は
、
過
失
犯
と
は
何
ら
関
係
は
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る）
₂₅
（

。
ま
た
、
故
意
作
為
犯
に
と
っ
て
決
定
的
な
心
理
的
障
壁
の
突
破
と
い

う
視
点
が
欠
如
す
る
過
失
犯
の
実
行
行
為
は
、
故
意
犯
の
実
行
行
為
と
異
な
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
主
張

さ
れ
て
い
る
。
予
見
可
能
性
の
対
象
は
注
意
義
務
確
定
を
基
礎
づ
け
る
危
険
で
あ
り
、
こ
の
危
険
に
対
す
る
予
見
可
能
性
と
、
当
該
危
険
の

防
止
と
の
比
例
性
と
い
う
視
点
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
注
意
義
務
の
違
反
が
過
失
犯
の
実
行
行
為
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）
₂₆
（

。
故
意
犯
に
お
い

て
は
対
応
物
を
持
ち
え
な
い
客
観
的
な
注
意
義
務
違
反
が
過
失
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
で
あ
る
と
の
立
場
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
故
意
犯

の
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
か
ら）
₂₇
（

、
実
行
行
為
の
前
倒
し
は
可
能
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
問
題
と
な
る
原
因
行

為
時
に
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
危
険
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
危
険
が
予
見
可
能
で
あ
り
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
己
の
活
動
の
引
受
け
の
危
険
性
を
認
識
で
き
な
い

場
合
は
、
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
危
険
の
予
見
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
た
め
に
、
過
失
犯
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る）
₂₈
（

。
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こ
う
し
て
、
直
接
構
成
要
件
的
結
果
を
発
生
さ
せ
る
結
果
行
為
が
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
が
欠
如
す
る
た
め
に
実
行
行

為
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
因
行
為
の
段
階
で
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
危
険
が
存
在
し
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
そ
の

危
険
が
予
見
・
回
避
で
き
た
場
合
に
は
、
過
失
に
よ
り
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
排
除
す
る
原
因
行
為
に
実
行
行
為
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る）
₂₉
（

。
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
一
定
の
状
況
の
下
で
の
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
性
の
場
合
は
、

引
受
け
行
為
が
障
害
な
く
結
果
発
生
へ
と
至
る
危
険
を
発
生
さ
せ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
消

失
状
態
で
の
行
為
に
よ
る
結
果
発
生
の
予
見
・
回
避
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
過
失
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
引
受
け
過
失
は
、
予
備
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
の
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
性
を
生
じ
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
維
持
・
回
復
す
る
義
務
を
基
礎
づ
け
る
一
定
の
事
情
の
下
で
の
引
受
け
行
為
自

体
が
実
行
行
為
で
あ
り
、
同
時
存
在
原
則
の
例
外
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
注
意
義
務
が
生
じ
る
基
礎
を
な
す
危
険
お
よ
び
そ
の
予

見
可
能
性
の
確
定
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
危
険
を
直
接
的
な
結
果
惹
起
行
為
と
同
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
限
に
過
去
に
溯
っ
て

処
罰
し
得
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
え
る）
₃₀
（

。

　

交
通
事
故
や
医
療
事
故
の
場
合
に
は
、
結
果
行
為
時
に
は
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
因
行
為
（
運

転
・
医
療
行
為
開
始
）
時
に
運
転
・
医
療
技
術
・
知
識
・
経
験
・
能
力
の
欠
如
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
病
気
等
の
影
響
に
よ
り
、
運
転
・

治
療
開
始
時
に
結
果
行
為
時
の
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
状
態
を
回
避
し
て
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
維
持
・

回
復
す
る
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
危
険
が
あ
り
、
そ
れ
が
予
見
可
能
な
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
運
転
・
治
療
を
中
止
す
る
義
務
（
治
療

行
為
の
場
合
、
知
識
を
補
充
し
、
能
力
を
修
得
す
る
、
技
術
・
知
識
・
経
験
・
能
力
の
あ
る
他
の
専
門
家
を
招
く
か
、
他
の
医
療
機
関
に
移

送
す
る
義
務
）
が
あ
り
、
こ
の
注
意
義
務
違
反
が
過
失
犯
の
実
行
行
為
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る）
₃₁
（

。
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六
九
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二
九
五
三

３　

危
険
運
転
致
死
傷
罪

⑴　

自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
二
条
一
号
と
三
条

　

二
〇
一
三
年
に
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
）
が
成
立
し
、

危
険
運
転
致
死
傷
罪
は
刑
法
典
か
ら
同
法
に
移
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
の
影
響
類
型
（
三
条
一
項
）
と
、
一
定
の
病
気
の

影
響
に
よ
り
（
三
条
二
項
）﹁
そ
の
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
﹂、
ア

ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
病
気
の
影
響
に
よ
り
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
陥
り
、
人
を
死
傷
さ
せ
た
行
為
が
新
設
さ
れ
、
従
来
型
の
危

険
運
転
致
死
傷
罪
と
過
失
運
転
致
死
傷
罪
の
中
間
類
型
と
し
て
そ
の
処
罰
対
象
行
為
が
拡
張
さ
れ
た
。
従
来
型
の
二
条
一
号
類
型
の
実
行
行

為
が
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
条

一
項
、
二
項
の
類
型
は
﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転
﹂
す
る
行
為
が
実
行
行
為
と
い
う
相
違

が
あ
る
。
三
条
一
項
、
二
項
の
類
型
も
、
客
観
的
に
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
陥
﹂
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
因
果
経
過

の
中
間
結
果
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
故
意
は
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て

加
重
結
果
と
の
間
に
中
間
結
果
の
要
件
を
立
て
る
の
に
等
し
く
、
犯
罪
類
型
と
し
て
は
珍
し
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る）
₃₂
（

。
生
命
・
身
体
に
対
す

る
抽
象
的
な
危
険
の
あ
る
運
転
を
故
意
に
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
具
体
的
危
険
が
生
じ
、
そ
の
現
実
化
と
し
て
の
人

の
死
傷
が
発
生
し
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
と
い
う
点
で
、
三
条
一
項
、
二
項
は
二
条
一
号
の
故
意
の
内
容
・
立
証
を
緩
和
し
た
規
定
と

い
う
こ
と
が
で
き
る）
₃₃
（

。

　

三
条
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
抽
象
的
危
険
と
発
生
し
た
事
故
と
の
間
に
、
現
実
化
と
い
え
る
ほ
ど
の

論
理
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る）
₃₄
（

。
運
転
中
止
義
務
違
反
の
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
注
意
義
務
を
根
拠
づ
け
る
危
険
を
は
ら
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ん
だ
態
度
が
早
い
段
階
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い）
₃₅
（

。
本
罪
の
故
意
と
引
受
け
過
失
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
過
失
が
近
接
化
し
て
し
ま

う
）
₃₆
（

。

　

こ
こ
で
は
、
二
条
一
号
の
危
険
運
転
行
為
お
よ
び
五
条
の
過
失
運
転
行
為
か
ら
区
別
さ
れ
た
本
罪
の
実
行
行
為
の
要
件
お
よ
び
故
意
の
内

容
が
問
題
と
な
る
。
な
お
、
意
識
喪
失
状
態
で
の
運
転
の
場
合
を
﹁
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
（om

issio libera in causa

）﹂
と
考

え
る
余
地
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）
₃₇
（

。

⑵　

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
と
の
関
係

　

二
条
一
号
、
三
条
に
よ
り
、
交
通
事
犯
の
領
域
に
お
け
る
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
適
用
を
も
っ
て
可
罰
性
を
確
保
す
べ
き
場
合
を

ほ
ぼ
網
羅
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
理
を
不
要
な
も
の
と
し
た
と
の
評
価
が
あ
る）
₃₈
（

。
し
か
し
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
が
常
に
責

任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
運
転
行
為
自
体
が
心
神
喪
失
・
耗
弱
状
態
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
な

お
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
問
題
が
生
ず
る
余
地
が
あ
る
か
ら
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
を
不
要
と
す
る
と
ま
で
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う）
₃₉
（

。

　

ま
た
、
三
条
二
項
の
病
気
類
型
の
場
合
、
一
定
の
病
気
ゆ
え
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
運
転
す
る
だ
け
で

は
危
険
の
自
招
性
を
認
め
難
く
、
症
状
に
実
際
に
結
果
を
発
生
さ
せ
る
類
型
的
危
険
が
な
け
れ
ば
処
罰
の
前
提
を
欠
く
と
批
判
さ
れ
て
い

る
）
₄₀
（

。
た
し
か
に
、
病
気
類
型
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
直
ち
に
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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⑶　

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
の
影
響
類
型　

　

二
条
一
号
の
実
行
行
為
は
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為
﹂
で
あ

る
か
ら
、
故
意
の
成
立
に
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
の
影
響
で
意
識
消
失
状
態

に
至
っ
た
場
合
、
こ
の
段
階
で
は
実
行
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
評
価
さ
れ
る
時

点
を
溯
ら
せ
、
意
識
消
失
に
陥
る
直
前
の
段
階
に
お
い
て
既
に
行
為
者
が
身
体
能
力
や
認
識
能
力
に
関
し
て
著
し
い
異
常
を
自
覚
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
段
階
の
運
転
行
為
を
実
行
行
為
と
評
価
し
て
、
こ
の
実
行
行
為
の
因
果
経
過
と
し
て
、
行
為
者
が
居
眠
り
運
転
に
陥
っ

て
被
害
者
を
死
傷
さ
せ
た
と
し
て
二
条
一
号
の
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る）
₄₁
（

。
こ
の
よ
う
な
故
意
犯

に
お
け
る
実
行
行
為
の
前
倒
し
が
許
容
さ
れ
る
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、﹁
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
﹂

の
理
論
が
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
₄₂
（

。

　

ま
た
、
運
転
を
開
始
す
る
段
階
で
自
ら
が
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
陥
る
こ
と
を
予
見
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
行
為
者
の
予
見

通
り
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
陥
り
、
死
傷
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
二
条
一
号
の
罪
が
成
立
す
る
余
地
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
実
行
行
為
段
階
よ
り
も
早
い
時
点
の
故
意
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
判
断
時
期
が
ず

れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
前
の
意
思
決
定
に
支
配
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
危
険
運
転
行
為
が
行
わ
れ
た
と
評
価
で
き
る
限
度
で
、
こ
の
よ

う
な
﹁
ず
れ
﹂
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
あ
る
と
さ
れ
る）
₄₃
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
責
任
能
力
と
実
行
行
為
の
同
時
存
在
の
問
題
で
は
な
く
、
故
意

と
実
行
行
為
の
同
時
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
事
前
の
故
意
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　

三
条
一
項
の
実
行
行
為
は
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状

態
で
、
自
動
車
を
運
転
﹂
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
ま
で
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
自
動
車
を
運
転

す
る
の
に
必
要
な
注
意
力
や
判
断
能
力
、
あ
る
い
は
操
作
能
力
が
相
当
程
度
減
退
し
て
危
険
性
の
あ
る
状
態
か
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
の
あ
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る
状
態
に
な
り
得
る
具
体
的
な
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る）
₄₄
（

。
故
意
の
要
件
と
し
て
は
、﹁
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支

障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
で
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
の
認
識
を
要
し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
、
具
体
的
に
い
つ
の
時
点
で
そ
の
よ

う
な
状
態
に
な
る
か
ま
で
を
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る）
₄₅
（

。
具
体
的
に
は
、
酒
気
帯
び
運
転
に
相
当
す
る
程
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
を

身
体
に
保
有
す
る
状
態
、
意
識
障
害
を
も
た
ら
す
薬
理
作
用
の
あ
る
薬
物
を
摂
取
し
た
こ
と
、
お
よ
び
自
動
車
を
運
転
し
た
こ
と
の
認
識
が

あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る）
₄₆
（

。
し
た
が
っ
て
、
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
な
事
実
の
認
識
の
有
無

に
よ
っ
て
二
条
一
号
の
罪
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
₄₇
（

。

⑷　

病
気
の
影
響
類
型

　

従
来
、
過
失
運
転
（
自
動
車
運
転
過
失
）
致
死
傷
罪
と
さ
れ
て
い
た
行
為
の
う
ち
、﹁
病
気
⋮
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な

運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
に
あ
る
こ
と
の
認
識
が
あ
り
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
陥
り
、
そ
の
た
め
に
死

傷
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
本
罪
が
成
立
す
る
。
本
罪
に
お
け
る
﹁
病
気
﹂
は
、
統
合
失
調
症
、
て
ん
か
ん
、
再
発
性
の
失
神
、
低
血
糖
症
、

躁
鬱
病
、
睡
眠
障
害
の
う
ち
、
一
定
の
症
状
を
呈
す
る
も
の
や
発
作
が
再
発
す
る
恐
れ
の
あ
る
状
態
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

特
定
の
病
名
に
該
当
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
運
転
行
為
の
危
険
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
動
車
運
転
に
と
っ
て
危
険
な
状
態
と
な

る
症
状
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
積
極
的
に
着
目
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
と
さ
れ
る）
₄₈
（

。

　

中
間
結
果
と
し
て
要
求
さ
れ
る
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
は
、
意
識
障
害
や
運
動
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う

な
症
状
が
現
れ
た
時
点
で
、
適
切
な
運
転
行
為
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
る
か
ら
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
当
た
る
と
い

っ
て
よ
い
。
実
行
行
為
と
し
て
要
求
さ
れ
る
﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
は
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に

陥
る
抽
象
的
危
険
の
あ
る
状
態
と
解
さ
れ
て
お
り）
₄₉
（

、
病
識
が
あ
り
、
医
師
か
ら
処
方
さ
れ
た
薬
の
服
用
を
怠
る
な
ど
し
て
お
り
、
い
つ
発
作
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が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
で
の
運
転
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
認
め
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る）
₅₀
（

。

　

故
意
と
し
て
要
求
さ
れ
る
﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
の
認
識
は
、
具
体
的
な
病
名
の
認
識
ま
で
は
不
要
で

あ
り
、
自
動
車
の
運
転
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
何
ら
か
の
病
気
の
た
め
に
、
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
に
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。
過
去
に
発
作
に
よ
る
意
識
消
失
の
経
験
が
あ
る
、
家
族･

医
師
か
ら
注
意
・
指
導
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
故
意
を
肯
定
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）
₅₁
（

。
そ
う
す
る
と
、
改
正
以
前
は
過
失
運
転
致
死
傷
と
さ
れ
て
い
た
行
為
の

う
ち
、
ど
の
範
囲
に
つ
い
て
本
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
受
け
過
失
に
よ
る
過
失
運
転
致
死
傷
罪
と
の
関
係
が
問
題

と
な
る
。

４　

判　

例

　

判
例
は
、
結
果
行
為
時
に
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
、
原
因
行
為
時
の
過
失
の
存
否
に
よ
っ
て
過
失
犯

の
成
否
を
判
断
し
て
い
る
。

⑴　

医
療
事
故

　

大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
一
月
九
日
刑
事
医
療
過
誤
Ⅲ）
₅₂
（

六
〇
頁
は
、
准
看
護
師
で
あ
る
被
告
人
が
、
薬
剤
名
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
指

示
さ
れ
た
精
神
安
定
薬
剤
と
強
心
剤
を
取
り
違
え
て
、
こ
れ
を
静
脈
注
射
し
、
患
者
が
薬
物
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
死
亡
し
た
事
案
に
つ
い
て
、

﹁
医
師
の
指
示
は
被
告
人
が
今
ま
で
直
接
・
間
接
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
動
揺
す
る
の
も
や
む
を
得
な
い
面
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹂
と
し
た
が
、
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
看
護
師
が
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
指
示
を
受
け
た
場
合
に
は
、
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医
師
に
再
確
認
す
る
か
、
同
僚
や
看
護
師
長
に
相
談
す
る
の
が
医
療
安
全
対
策
の
基
本
で
あ
り
、
薬
剤
を
取
り
違
え
た
理
由
に
は
な
ら
な
い

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

酒
田
簡
裁
略
式
命
令
平
成
一
七
年
三
月
二
九
日
刑
事
医
療
過
誤
Ⅲ
六
八
頁
は
、
医
師
で
あ
る
被
告
人
が
、
入
院
患
者
に
対
し
て
、
経
験
が

な
い
療
法
に
よ
る
薬
剤
投
与
法
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
看
護
師
に
過
剰
投
与
さ
せ
て
患
者
が
腎
不
全
に
よ
り
死
亡
し
た
事
案
に
つ
い
て
、

﹁
当
該
薬
剤
を
過
剰
に
投
与
し
た
場
合
⋮
重
篤
な
腎
障
害
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

複
数
の
医
学
文
献
を
参
照
し
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
同
療
法
に
熟
練
し
た
医
師
に
指
導
及
び
助
言
を
仰
ぐ
な
ど
し
て
同
抗
癌
剤

を
適
正
に
投
与
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
り
、
自
己
所
有
に
係
る
医
学
文
献
一
冊
を
参
照
し
た
の
み
で
複
数
の
医

学
文
献
を
参
照
し
て
比
較
検
討
せ
ず
、
同
療
法
に
熟
練
し
た
医
師
の
指
導
及
び
助
言
を
仰
ぐ
こ
と
も
せ
ず
⋮
記
載
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
上
﹂、

看
護
師
に
過
剰
投
与
さ
せ
た
過
失
を
認
め
た
。

　

東
京
高
判
平
成
一
九
年
六
月
五
日
刑
事
医
療
過
誤
Ⅲ
一
七
九
頁
は
、
医
師
三
名
が
、
前
立
腺
が
ん
治
療
の
た
め
腹
腔
鏡
下
前
立
腺
全
摘
除

術
を
行
う
に
際
し
、
い
ず
れ
も
本
術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
・
技
術
・
経
験
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
術
式
を
開
始

し
た
こ
と
に
よ
り
、
手
術
中
の
た
び
重
な
る
ミ
ス
の
末
、
大
量
出
血
さ
せ
、
患
者
を
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
起
因
す
る
肺
炎
に
よ
り
死

亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、﹁
被
告
人
ら
三
名
は
い
ず
れ
も
本
術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
及
び
経
験
が
な
く
、
Ｄ
Ｖ
Ｃ

等
の
止
血
処
理
が
十
分
に
で
き
ず
、
開
腹
術
へ
の
変
更
の
判
断
が
遅
れ
て
大
量
に
出
血
し
、
患
者
が
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
至
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
予
見
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
患
者
の
生
命
身
体
に
危
険
の
あ
る
本
術
式
を
選
択
す
る
こ
と
を
厳
に
避
け
る
べ
き

業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
﹂
っ
た
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
原
審
の
判
断
を
是
認

し
た
。
本
判
決
は
、
当
該
治
療
に
必
要
な
十
分
な
知
識
・
技
術
・
経
験
が
な
い
医
師
は
、
当
該
治
療
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
を
回
避
す
べ
き

で
あ
り
、
過
失
の
実
行
行
為
を
、
知
識
・
技
術
・
経
験
を
有
す
る
こ
と
な
く
高
度
な
術
式
に
よ
り
手
術
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
認
め
た
も
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大
阪
地
判
平
成
二
二
年
一
二
月
七
日L

E
X

D
B25470182

は
、
は
り
師
免
許
を
受
け
て
い
な
い
被
告
人
が
、
は
り
を
業
と
し
、
は
り
を
施

術
す
る
の
に
必
要
な
専
門
知
識
お
よ
び
技
能
を
修
得
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
背
部
へ
の
は
り
施
術
を
し
て
、
被
害
者
に
両
側
緊
張

性
気
胸
の
傷
害
を
負
わ
せ
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、﹁
生
命
、
身
体
へ
の
危
険
の
特
に
高
い
背
部
へ
の
施
術
を
差
し
控
え
る
べ
き
注
意

義
務
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　

奈
良
地
判
平
成
二
四
年
六
月
二
二
日
判
タ
一
四
〇
六
号
三
六
三
頁
は
、
良
性
腫
瘍
を
肝
臓
が
ん
と
誤
診
し
、
専
門
外
で
肝
臓
摘
除
手
術
の

執
刀
経
験
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
安
全
に
手
術
で
き
る
と
軽
信
し
、
不
十
分
な
人
員
態
勢
の
ま
ま
手
術
を
開
始
し
て
、
大
量
出
血
さ
せ
患

者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、﹁
本
件
腫
瘍
の
切
除
は
、
肝
切
除
の
中
で
も
、
よ
り
高
度
の
専
門
性
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
⋮
手
術
を
安
全
に
実
施
す
る
た
め
の
人
員
態
勢
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
実
施
を
厳
に
避
け
る
べ
き
業
務
上
の
注

意
義
務
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
、
二
人
の
医
師
の
共
同
過
失
行
為
を
肯
定
し
た
。

　

な
お
、
最
判
平
成
一
七
年
一
一
月
一
五
日
刑
集
五
九
巻
九
号
一
五
五
八
頁
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
で
は
極
め
て
ま
れ
な
症
例
で
あ
る
滑
膜
肉
腫

を
扱
っ
た
経
験
が
な
く
、
選
択
さ
れ
た
Ｖ
Ａ
Ｃ
療
法
を
実
施
し
た
経
験
が
な
か
っ
た
大
学
病
院
の
主
治
医
Ｘ
は
、
Ｖ
Ａ
Ｃ
両
方
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
指
導
医
Ｙ
は
、
文
献
等
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
了
承
し
、
耳
鼻
咽
喉
科
科
長
Ｚ
は
、
Ｖ
Ａ
Ｃ
療
法
の
具
体
的
内
容

や
そ
の
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て
は
説
明
を
求
め
ず
、
副
作
用
等
に
つ
い
て
も
確
認
し
な
い
ま
ま
そ
れ
を
了
承
し
、
患
者
は
、
週
一
回
投
与
す

べ
き
薬
剤
を
七
日
間
連
日
投
与
さ
れ
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
当
該
薬
剤
は
﹁
使
用
法
を
誤
れ
ば
重
篤
な
副
作
用
が
発
現
し
、
重

大
な
結
果
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
り
、
現
に
過
剰
投
与
に
よ
る
死
亡
例
も
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｚ
を
始
め
Ｘ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
⋮
Ｚ
は
、
本
セ
ン
タ
ー
の
耳
鼻
咽
喉
科
に
勤
務
す
る
医
師
の
水
準
か
ら
見
て
、
平
素
か

ら
Ｘ
ら
に
対
し
て
過
誤
防
止
の
た
め
適
切
に
指
揮
監
督
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
⋮
Ｚ
に
は
、
Ｖ
Ａ
Ｃ
療
法
の
実
施
に
当
た
り
、
自
ら
も
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そ
の
副
作
用
と
対
応
方
法
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
た
上
で
、
Ｘ
ら
の
⋮
副
作
用
に
関
す
る
知
識
を
確
か
め
、
副
作
用
に
的
確
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
事
前
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
懸
念
さ
れ
る
副
作
用
が
発
現
し
た
場
合
に
は
直
ち
に
Ｚ
に
報
告
す
る
よ
う
具
体
的
に
指
示
す
べ
き
注

意
義
務
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
、
そ
れ
を
怠
っ
た
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

　

本
判
決
は
、
監
督
的
立
場
に
あ
る
医
師
が
経
験
の
な
い
医
師
を
投
入
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
知
識
の
補
充
、
誤
り
の
な
い
投
薬
計
画
の

立
案
・
報
告
の
指
示
等
の
予
防
措
置
を
講
じ
る
安
全
教
育
的
な
指
導
と
い
う
監
督
義
務
、
お
よ
び
自
身
の
直
接
的
な
対
応
措
置
義
務
が
あ
り
、

こ
の
注
意
義
務
違
反
を
過
失
行
為
と
し
た
も
の
と
い
え
る）
₅₄
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
医
療
事
故
に
お
い
て
は
、
患
者
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
性
の
た
め
に
、
高
度
の
専
門
知
識
・
技
術
・
能
力
・
経
験

が
必
要
な
治
療
行
為
の
場
合
、
当
該
治
療
行
為
に
必
要
な
知
識
・
技
術
・
能
力
・
経
験
が
な
い
医
師
は
、
そ
の
認
識
が
あ
る
限
り
、
そ
の
よ

う
な
医
療
行
為
を
選
択
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
を
回
避
し
、
必
要
な
知
識
・
技
術
・
能
力
・
経
験
の
あ
る
医
師
の
い
る
医
療
機
関
に
移
送

す
べ
き
で
あ
り
、
選
択
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
十
分
な
調
査
・
研
究
を
す
る
、
あ
る
い
は
適
切
な
専
門
家
の
助
言
・
指
導
を
仰
ぐ
な
ど

の
患
者
の
安
全
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
る
業
務
上
の
注
意
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
注
意
義
務
に
違
反
し
て
治
療
行
為
を
引
受
け
開
始

す
る
こ
と
自
体
が
過
失
犯
の
実
行
行
為
と
認
め
ら
れ
る
。　

⑵　

交
通
事
故

1
　
過
失
運
転
致
死
傷

　

a）　

居
眠
り
運
転　
　

居
眠
り
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
睡
眠
不
足
、
過
労
の
た
め
に
眠
気
・
疲
労
を
自
覚
し
た
時
点
で
、

停
車
し
て
仮
眠
を
と
る
な
ど
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
漫
然
と
運
転
を
開
始
・
継
続
す
れ
ば
、
正
常
な
運
転
が
困
難
に
な
る
こ
と

は
容
易
に
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
運
転
を
差
し
控
え
、
あ
る
い
は
中
止
し
、
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
が
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あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
り
運
転
を
継
続
し
た
過
失
に
よ
り
死
傷
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
、
過
失
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て

い
る）
₅₅
（

。

　

b）　

て
ん
か
ん
発
作　
　

て
ん
か
ん
発
作
に
よ
る
意
識
障
害
に
基
づ
く
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
①
事
故
以
前
に
て
ん
か
ん
発
作
に
よ
る

意
識
消
失
、
こ
れ
に
基
づ
く
人
身
・
物
損
事
故
を
繰
り
返
す
な
ど
、
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
②
医
師
の
治
療
を
受
け
て
お

り
、
③
通
院
・
治
療
を
中
止
し
、
あ
る
い
は
服
薬
を
懈
怠
・
失
念
し
、
④
医
師
か
ら
自
動
車
運
転
を
控
え
る
よ
う
に
注
意
・
指
導
さ
れ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
転
を
開
始
す
れ
ば
、
運
転
中
に
発
作
が
起
こ
り
、
け
い
れ
ん
、
意
識
喪
失
等
に
よ
り
自
動
車
が
制
御
不
能
と
な
る
事

態
を
予
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
運
転
を
中
止
し
て
運
転
中
に
て
ん
か
ん
発
作
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
事
故
の
発
生
を

未
然
に
防
止
す
べ
き
自
動
車
運
転
（
業
務
）
上
の
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
り
運
転
を
開
始
・
継
続
し
た
過
失
に
よ
り
死
傷
結
果
を
生

じ
さ
せ
た
と
し
て
、
過
失
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る）
₅₆
（

。

　

な
お
、
こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
病
識
が
な
い
場
合
と
あ
る
場
合
と
を
区
別
し
、
病
識
が
な
い
場
合
に
は
原
則
と
し
て
責
任
を
問
い
え
な

い
が
、
病
識
が
あ
る
場
合
で
医
師
の
治
療
が
な
い
場
合
に
は
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
、
医
師
の
治
療
中
は
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い

の
が
原
則
で
あ
る
が
、
た
だ
し
医
師
の
指
示
を
無
視
、
薬
の
服
用
を
怠
る
場
合
は
治
療
な
し
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
医
師
が
運
転
を
禁
じ

る
場
合
に
は
責
任
を
問
い
得
る
と
の
分
析
が
あ
る）
₅₇
（

。
ま
た
、
事
故
以
前
に
て
ん
か
ん
の
診
断
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
自
分
が
て
ん
か
ん
病

者
で
あ
る
こ
と
の
明
確
な
認
識
は
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
以
前
か
ら
年
に
一
回
な
い
し
二
・
三
回
程
度
の
頻
度
で
一
時
的
な
意
識
障
害
に
陥

る
発
作
が
起
き
て
い
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
運
転
中
止
義
務
を
認
め
た
例
が
あ
る）
₅₈
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
病
識
が
な
い
か
、
少
な
く
と
も
不
明
な
場
合
、
た
と
え
ば
後
頭
葉
て
ん
か
ん
に
罹
患
し
て
お
り
、
事
故
当
時
意
識
水
準

の
低
下
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
自
己
の
行
動
制
御
能
力
を
失
っ
て
事
故
を
惹
起
し
た
も
の
で
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
疑
い

が
残
る
と
し
て
無
罪
と
し
た
も
の
が
あ
る）
₅₉
（

。
な
お
、
か
ね
て
か
ら
て
ん
か
ん
の
発
作
を
繰
り
返
し
、
事
故
当
日
長
時
間
の
運
転
の
上
、
睡
眠
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不
足
と
過
労
状
態
の
た
め
に
眠
気
を
催
し
、
そ
れ
と
と
も
に
て
ん
か
ん
発
作
を
起
こ
し
た
結
果
、
ハ
ン
ド
ル
操
作
が
不
可
能
と
な
り
事
故
を

起
こ
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
意
識
障
害
の
た
め
、
周
囲
の
状
況
に
応
じ
て
結
果
の
発
生
を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
て
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
無
罪
と
し
た
例
が
あ
る）
₆₀
（

。

　

て
ん
か
ん
の
場
合
、
有
罪
例
は
、
い
ず
れ
も
運
転
者
が
て
ん
か
ん
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
症
状
を
行
為
者
が
事
故
以
前
か
ら
認
識

し
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
注
意
義
務
を
基
礎
づ
け
る
事
情
で
あ
る
運
転
中
に
て
ん
か
ん
発
作
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
危
険
の
予
見
可
能
性
か
ら
運
転
中
止
義
務
を
肯
定
し
、
運
転
を
開
始
・
継
続
し
た
こ
と
自
体
に
過
失
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い）
₆₁
（

。

　

c）　

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群　
　

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
に
よ
る
睡
眠
状
態
に
基
づ
く
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
予
兆
な
く
、
眠
気
を
催

さ
な
い
ま
ま
急
激
に
睡
眠
状
態
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
運
転
中
止
義
務
違
反
の
過
失
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）
₆₂
（

。
そ
の
中

に
は
、
結
果
回
避
義
務
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
結
果
予
見
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
に
加
え
て
、
当
該
注
意
義
務
が
行
為
者
に
現
実
的

に
履
行
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
注
意
義
務
の
現
実
性
）
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
注
意
義
務
の
現
実
性
が
欠
け
る
と
す
る
も
の
が

あ
る）
₆₃
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
に
罹
患
し
て
い
た
と
し
て
も
、
事
前
に
眠
気
を
感
じ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
ま
ま
運
転
を
継

続
す
れ
ば
仮
睡
状
態
に
陥
っ
て
前
方
注
視
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
直
ち
に
運
転
を
中
止
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
ら
、
運
転
中
止
義
務
が
肯
定
さ
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
転
を
継
続
し
た
過
失
が
肯
定
さ
れ
て
い
る）
₆₄
（

。

　

d）　

低
血
糖
症　
　

低
血
糖
症
に
よ
る
意
識
障
害
に
基
づ
く
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、糖
尿
病
に
起
因
す
る
無
自
覚
性
低
血
糖
に
よ
り﹁
分

別
も
う
ろ
う
状
態
﹂
に
陥
っ
て
お
り
、
救
護
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
故
意
が
な
く
、
報
告
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
責
任
能
力
が
な
か
っ
た
と

し
て
無
罪
と
し
た
例
が
あ
る）
₆₅
（

。
ま
た
、
被
告
人
は
血
糖
値
の
測
定
を
頻
繁
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
都
度
血
糖
値
を
上
昇
さ
せ
る
措
置
を
採
っ

て
お
り
、
救
急
搬
送
さ
れ
て
か
ら
三
年
半
の
間
低
血
糖
症
に
よ
る
意
識
障
害
に
陥
っ
た
こ
と
は
な
く
、
発
進
さ
せ
る
時
点
で
低
血
糖
の
前
兆
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を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
運
転
開
始
時
に
は
血
糖
値
が
通
常
よ
り
高
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
運
転
開
始
時
点
ま
た
は

運
転
中
に
低
血
糖
状
態
に
陥
る
こ
と
を
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
っ
た
と
し
た
も
の
が
あ
る）
₆₆
（

。

　

e）　

そ
の
他　
　

眼
鏡
等
使
用
が
運
転
免
許
の
条
件
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
使
用
し
な
い
で
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
し
て
事
故
を
起
こ

し
た
場
合
に
、
眼
鏡
を
使
用
す
れ
ば
よ
り
手
前
で
被
害
者
を
確
認
で
き
た
と
し
て
、
眼
鏡
使
用
の
注
意
義
務
と
そ
の
不
使
用
の
過
失
が
認
め

ら
れ
た
例
が
あ
る）
₆₇
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
過
失
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
は
以
下
の
例
が
あ
る
。
網
膜
色
素
変
性
症
の
症
状
で
あ
る
輪
状
暗
点
に
よ
る
視
野
欠
損

に
よ
り
、
被
害
者
を
視
認
で
き
ず
、
前
方
注
視
義
務
を
履
行
で
き
な
い
状
態
で
あ
り
、
病
識
も
な
か
っ
た
と
し
て
運
転
中
止
義
務
を
課
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た）
₆₈
（

。
完
全
房
室
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
ア
ダ
ム
ス
・
ス
ト
ー
ク
発
作
に
よ
り
意
識
消
失
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ま
で
運
転
を

差
し
控
え
る
な
ど
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
の
予
見
可
能
性
・
回
避
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た）
₆₉
（

。
糖
尿
病
に
罹
患
し
、

不
整
脈
を
改
善
す
る
た
め
の
薬
を
服
用
し
て
い
た
が
、
体
調
の
異
変
を
感
じ
て
か
ら
一
瞬
の
う
ち
に
気
を
失
っ
た
場
合
に
、
過
去
に
本
件
の

よ
う
な
意
識
も
う
ろ
う
状
態
に
陥
っ
た
経
験
は
な
く
、
運
転
中
止
義
務
違
反
の
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た）
₇₀
（

。
突
発
性
過
眠
症
に
よ
る

意
識
消
失
の
場
合
に
、
病
識
が
な
く
、
約
五
分
間
の
運
転
中
に
意
識
消
失
状
態
に
陥
り
、
安
全
な
運
転
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
を
予
見
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
た）
₇₁
（

。

2）
　
危
険
運
転
致
死
傷

　

a）　

薬
物
の
影
響
類
型　
　

名
古
屋
地
判
平
成
二
五
年
六
月
一
〇
日
判
時
二
一
九
八
号
一
四
二
頁
は
、
運
転
開
始
前
ま
た
は
運
転
中
に
い

わ
ゆ
る
脱
法
ハ
ー
ブ
を
使
用
し
、
薬
物
の
影
響
に
よ
り
時
間
的
・
空
間
的
な
感
覚
に
著
し
い
変
調
を
き
た
し
た
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、

被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
、
こ
の
感
覚
の
変
調
が
生
じ
て
い
た
状
態
が
、
道
路
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
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難
な
心
身
の
状
態
に
当
た
り
、
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し

て
、
改
正
前
の
危
険
運
転
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た）
₇₂
（

。

　

大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
八
日L

E
X

D
B25502964

は
、
自
動
車
を
運
転
中
、
脱
法
ハ
ー
ブ
を
使
用
し
、
間
も
な
く
本
件
薬
物
の

薬
理
作
用
を
体
感
し
、
運
転
を
継
続
し
、
薬
物
の
影
響
に
よ
り
幻
覚
・
妄
想
に
と
ら
わ
れ
て
運
転
に
集
中
で
き
な
い
状
態
で
自
動
車
を
走
行

さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
時
点
で
は
、
周
囲
が
異
常
な
状
況
に
あ

る
と
認
識
し
て
い
て
、
自
分
が
幻
覚
・
妄
想
に
支
配
さ
れ
て
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
が
、
薬
物
の
使
用
歴
に
照
ら
す
と
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
行
動
を
と
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
運
転
を
続
け
れ
ば
、
本
件
薬
物
の
影
響
に
よ
り
、
異
常
な
行
動
に
及
ぶ
な
ど
し
て
、
正
常
な

運
転
が
困
難
な
状
態
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
未
必
的
に
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
転
を
継
続
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し

て
、
改
正
前
の
危
険
運
転
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
実
行
行
為
以
前
の
故
意
、
す
な
わ
ち
事
前
の
故
意
で
足
り
る
と
し
て
い
る

点
で
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る）
₇₃
（

。

　

大
阪
地
判
平
成
二
九
年
三
月
一
三
日L

E
X

D
B25545237

は
、
運
転
開
始
前
に
飲
ん
だ
睡
眠
導
入
剤
に
よ
り
仮
眠
状
態
に
陥
り
、
自
車
を

暴
走
さ
せ
て
対
向
車
線
に
進
行
し
、
通
行
人
に
衝
突
さ
せ
て
多
数
が
死
傷
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
運
転
開
始
か
ら
本
件
事
故
現
場
に
至
る
ま

で
、
特
段
注
意
力
が
相
当
減
退
し
て
危
険
な
状
態
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
走
行
経
路
全
体
に
お
け
る
運
転
状
況
自
体
は
特
段
異
常
が
な

い
こ
と
か
ら
、
睡
眠
導
入
剤
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
に
あ
り
、
そ
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら

仮
眠
状
態
に
陥
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
疑
い
が
排
斥
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
、
処
方
の
通
り
に
睡
眠
導
入
剤
を
服
用
し
て
い
て

日
常
不
都
合
を
生
じ
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
運
転
開
始
時
に
睡
眠
導
入
剤
の
効
果
が
残
存
し
て
い
る
と
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
も
い
え
ず
、
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
三
条
一
項
の
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罪
の
成
立
を
否
定
し
た）
₇₄
（

。

　

b）　

病
気
の
影
響
類
型　
　

ⅰ）
て
ん
か
ん
発
作　

無
免
許
運
転
中
に
持
病
の
て
ん
か
ん
を
発
症
し
て
意
識
を
失
い
、
車
線
を
は
み
出
し
て

対
向
車
線
を
走
っ
て
き
た
車
と
衝
突
し
被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
持
病
の
て
ん
か
ん
に
つ
い
て
十
分
病
識
が
あ
る
の
に
、
医
師

の
処
方
通
り
の
服
薬
を
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
が
多
い
状
態
に
あ
り
、
持
病
の
発
作
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
医
師

か
ら
自
動
車
の
運
転
を
止
め
ら
れ
て
い
た
の
に
、
こ
れ
に
従
わ
ず
自
動
車
の
運
転
を
開
始
し
た
こ
と
か
ら
、﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転
﹂
す
る
行
為
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た）
₇₅
（

。

　

ま
た
、
三
条
二
項
の
罪
の
故
意
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
病
名
の
認
識
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
病
気
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
病
気
の

影
響
に
よ
る
場
合
に
は
、
意
識
障
害
ま
た
は
運
動
障
害
を
も
た
ら
す
発
作
が
再
発
す
る
お
そ
れ
を
有
す
る
何
ら
か
の
病
気
に
よ
り
、
正
常
な

運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
、
過
去
に
数
度
運
転
中
に
意
識
を
喪
失
し
て
事
故
を
起
こ
し
、
医

師
か
ら
て
ん
か
ん
の
疑
い
を
向
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
自
分
に
は
て
ん
か
ん
に
み
ら
れ
る
意
識
喪
失
を
も
た
ら
す
発
作
が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
運
転
を
繰
り
返
せ
ば
、
運
転
中
に
同
様
の
意
識
喪
失
の
状
態
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
複
数
の
親
族
か
ら
、
繰
り
返
し
注
意
を
促
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
意
識
障
害
を
も
た
ら
す
発
作
が
再
発
す
る
お
そ
れ
を
有
す
る
何
ら

か
の
病
気
に
よ
り
、
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₇₆
（

。

　

ⅱ）
低
血
糖
症　

糖
尿
病
患
者
で
あ
る
被
告
人
が
、
イ
ン
ス
リ
ン
注
射
を
し
た
後
、
自
動
車
の
運
転
を
開
始
し
、
そ
の
後
、
低
血
糖
に
よ
る

意
識
低
下
状
態
に
な
り
、
前
方
の
被
害
者
の
自
動
車
に
衝
突
さ
せ
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て

い
る）
₇₇
（

。

　

な
お
、
無
自
覚
性
低
血
糖
症
を
発
症
し
て
い
た
被
告
人
が
、
運
転
中
に
低
血
糖
症
に
よ
る
著
し
い
意
識
低
下
状
態
に
陥
り
、
通
行
人
に
自

車
を
衝
突
さ
せ
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
自
ら
が
無
自
覚
性
低
血
糖
症
を
発
症
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
が
、
一
日
に
数
回
、
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二
九
六
六

血
糖
値
を
測
定
し
て
お
り
、
本
件
事
故
の
約
二
時
間
前
に
も
血
糖
値
が
十
分
に
高
い
数
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
約
一
時
間
前
に
食
事
に

よ
り
糖
分
を
補
給
し
て
か
ら
運
転
を
開
始
し
た
こ
と
か
ら
、
運
転
中
に
低
血
糖
症
の
影
響
に
よ
る
意
識
障
害
に
な
る
具
体
的
な
お
そ
れ
を
認

識
し
て
い
た
と
い
う
に
は
な
お
合
理
的
疑
い
が
残
る
と
し
て
、
故
意
を
否
定
し
た
裁
判
例
が
あ
る）
₇₈
（

。　

　

c）　

未
熟
運
転　

自
動
車
運
転
の
経
験
が
ま
っ
た
く
な
い
者
が
、
自
身
の
運
転
技
能
の
未
熟
さ
を
認
識
し
て
運
転
を
開
始
・
継
続
し
て
事

故
を
起
こ
し
た
場
合
、
二
条
三
号
の
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る）
₇₉
（

。

⑶　

判
例
に
お
け
る
引
受
け
過
失

　

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
医
療
事
故
・
交
通
通
事
故
に
お
い
て
は
、
結
果
行
為
時
に
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
で
あ
っ
た

場
合
に
、
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
行
為
に
実
行
行
為
性
を
認
め
、
そ
の
時
点
で
の
行
為
無
能
力
、

結
果
予
見
・
回
避
不
可
能
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
、
そ
の
予
見
可
能
性
・
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
治
療
・
運
転
中
止
義

務
が
存
在
し
、
そ
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
り
過
失
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
医
療
事
故
で
あ
れ
ば
、
治
療
に
必
要
な
専
門
的
知

識
・
技
能
を
修
得
し
て
い
な
い
こ
と
、
経
験
が
な
い
治
療
方
法
、
難
易
度
の
高
い
高
度
先
進
医
療
を
知
識
や
経
験
な
く
行
う
と
い
う
認
識
、

交
通
事
故
で
あ
れ
ば
、
疲
労
、
眠
気
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
、
正
常
な
運
転
操
作
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
一
定
の
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
こ

と
の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
責
任
無
能
力
、
限
定
責
任
能
力
状
態
を
自
招
す
る
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
前
記
の
よ
う
な

危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
時
点
で
の
治
療
・
運
転
行
為
開
始
自
体
が
、
行
為
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
可
能
性
を
消
失
さ
せ
、
結
果
惹
起
へ
の

障
害
な
く
自
動
的
に
到
達
す
る
因
果
経
過
を
設
定
す
る
実
行
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
時
点
で
の
行
為
無
能
力
、
結
果
予
見
・
回
避
不

可
能
状
態
惹
起
の
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
結
果
予
見
可
能
性
、
可
能
な
結
果
回
避
措
置
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
根
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巻
七
号�
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三
九

二
九
六
七

拠
と
し
て
、
過
失
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
過
失
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
要
件
と
、
新
設
さ
れ
た
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
影
響
お
よ
び
病

気
影
響
類
型
）
の
成
立
要
件
と
の
関
係
で
あ
る
。
後
者
の
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
、
前
者
の
罪
が
成
立
す
る
余
地
は
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
病
気
影
響
類
型
の
過
失
運
転
致
死
傷
罪
の
場
合
、
病
識
、
医
師
の
治
療
・
警
告
、
薬
服
用
の
懈
怠
と
い
っ
た
事

情
か
ら
、
過
失
の
成
否
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
場
合
、
過
去
の
発
作
に
よ
る
意
識
消
失
の
経
験
、
家
族
・
医
師
か
ら

の
注
意
・
指
導
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
故
意
が
肯
定
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
者
の
罪
に
お
い
て
運
転
中
止
義
務
を
基
礎

づ
け
る
事
情
と
、
後
者
の
罪
に
お
い
て
﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
﹂
の
認
識
を
基
礎
づ
け
る
事
情
は
ほ
ぼ
等
し

い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
罪
の
故
意
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
、
前
者
の
罪
の
過
失
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
ほ
ぼ
な
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る）
₈₀
（

。

　

し
か
し
、
特
に
病
気
類
型
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
病
気
に
罹
患
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
直
ち
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
実
行
行
為

性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
病
気
の
発
作
＝
法
益
侵
害
の
危
険
性
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う）
₈₁
（

。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
事
故
が
当
該
病
気
の
影
響
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
法
律
状
態
は
、
医
療
事
故
と
比
較
し
て
、
交
通
事
故
に
お
い
て
は
非
常
に
厳
格
な
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
交

通
事
故
死
の
一
割
以
上
で
、
運
転
者
の
体
調
変
化
が
事
故
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
調
査
結
果
も
あ
る
こ
と
か
ら）
₈₂
（

、
そ
の
対
策
は
喫
緊
の
課
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故
と
引
受
け
過
失

二
九
六
八

題
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
精
神
科
医
か
ら
は
、
病
名
を
特
定
し
て
患
者
の
自
動
車
運
転
を
制
限
し
、
あ
る
い
は
過
失
に
よ
る
事
故
に
通
常

人
よ
り
も
重
い
罰
を
科
す
こ
と
に
は
医
学
的
根
拠
は
な
く
、
特
定
の
精
神
疾
患
を
持
つ
人
が
一
般
人
よ
り
も
事
故
を
起
こ
し
や
す
い
と
い
う

デ
ー
タ
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る）
₈₃
（

。
他
方
、一
定
の
病
気
や
薬
物
摂
取
が
運
転
能
力
に
悪
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

健
康
状
態
の
急
変
等
を
確
認
す
る
こ
と
で
交
通
事
故
を
防
止
で
き
た
事
案
が
多
い
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る）
₈₄
（

。現
在
、﹁
急
性
の
精
神
病
状
態
﹂

の
有
無
が
﹁
安
全
運
転
に
必
要
な
能
力
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
症
状
﹂
の
判
断
基
準
の
大
き
な
要
点
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
₈₅
（

。

﹁
精
神
疾
患
に
あ
る
者
は
危
険
な
運
転
を
す
る
﹂
と
い
う
偏
見
と
差
別
的
な
疾
病
観
を
形
成
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
病
気
の
多
様
性
を

考
慮
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
患
や
状
態
像
ご
と
に
運
転
を
控
え
る
べ
き
具
体
的
か
つ
明
確
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
る
適
切
な
適

用
が
望
ま
れ
る）
₈₆
（

。

（
1
）　

こ
の
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹁
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
﹂
の
議
論
と
同
様
の
問
題
状
況
が
み
て
と
れ
る
。Satzger, D

reim
al

︿in causa

﹀-actio libera 

in causa, om
issio libera in causa und actio illicita in causa, JU

R
A

 2006, S. 513, 516. 

（
2
）　

西
田
典
之
﹃
刑
法
総
論
［
第
二
版
］﹄（
二
〇
一
〇
年
、
弘
文
堂
）
二
六
二
頁
、
二
八
四
頁
等
。

（
3
）　

金
山
薫
﹁
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹂
荒
木
友
雄
編
﹃
刑
事
裁
判
実
務
体
系
５
﹄（
一
九
九
〇
年
、
青
林
書
院
）
一
七
三
頁
は
、
従
来
の
学
説
は
、
こ
の
問
題
を
正
面
か

ら
は
検
討
し
て
い
な
い
実
情
に
あ
る
と
す
る
。

（
4
）　

前
田
雅
英
﹃
刑
法
総
論
講
義
［
第
六
版
］﹄（
二
〇
一
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
三
〇
九
頁
、
高
橋
則
夫
﹃
刑
法
総
論
［
第
三
版
］﹄（
二
〇
一
六
年
、
成
文
堂
）
三
五
九
頁

注
（
29
）（
責
任
無
能
力
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
結
果
回
避
義
務
の
内
容
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
過
失
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
）、
成
瀬
幸
典
﹁
過
失
犯
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹂
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
［
第
六
版
］（
二
〇
〇
八
年
）
七
三
頁
、
丸
山
治
﹁
過
失
犯
と
原
因
に
お
い
て
自

由
な
行
為
﹂
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
［
第
七
版
］（
二
〇
一
四
年
）
七
七
頁
（
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
は
、
故
意
犯
特
有
の
責
任
補
填
原
理
と
し
て
理
解
す
る
方

向
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
）、川
端
博
他
編
﹃
裁
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
﹄［
大
島
隆
明
］（
二
〇
〇
六
年
、立
花
書
房
）
三
八
九
頁
、本
間
一
也
﹁
過
失
犯
と
﹃
原

因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹄﹂﹃
罪
と
罰
・
非
情
に
し
て
人
間
的
な
る
も
の
︱
小
暮
得
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
﹄（
二
〇
〇
五
年
、
信
山
社
）
一
六
一
頁
、
木
村
栄
作
﹁
原
因
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六
九
巻
七
号�

九
四
一

二
九
六
九

に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
理
論
の
適
用
上
の
諸
問
題
﹂
警
察
研
究
三
九
巻
七
号
（
一
九
六
八
年
）
六
六
頁
、
佐
久
間
修
﹁
過
失
犯
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹂
判
タ
八
一

八
号
（
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
、
井
田
良
﹃
講
義
刑
法
学
・
総
論
﹄（
二
〇
〇
八
年
、
有
斐
閣
）
四
五
五
頁
（
過
失
犯
に
つ
い
て
は
拡
張
的
正
犯
概
念
が
妥
当
し
、
正
犯
性
が

認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
回
避
義
務
違
反
行
為
が
あ
り
、
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
（
そ
し
て
結
果
回
避
可
能
性
の
関
係
）
が
あ
れ
ば
足
り
る
か
ら
、
原
因
行
為
へ

の
溯
及
も
比
較
的
問
題
な
く
認
め
ら
れ
る
）。
な
お
、
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
二
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
も
故
意
犯
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
す
る
が
、
過

失
犯
の
実
行
行
為
は
溯
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

（
5
）　P

uppe, G
rundzüge der actio libera in causa, JuS 1980, S. 346

（350

）. 

（
6
）　B

G
H

 St. 40, 341 （343

）（U
rt. v. 17. 11. 1994

）, B
G

H
St. 42, 235

（236

）（U
rt. v. 22. 8. 1996

）.  F
ischer, Strafgesetzbuch m

it N
ebengesetzen, 64. A

ufl., 

2017, §20, R
n. 54, K

ühl, Strafrecht A
llgem

einer Teil, 8. A
ufl. , 2017, §17 R

n. 95, D
uttge, M

ünchner K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch

（M
K

）, B
d. 1, 

3. A
u

fl. , 2017, §15 R
n

. 131, K
asp

ar, G
ru

n
d

p
rob

lem
e d

er F
ah

rlässigkeitsd
elikte, Ju

S
 2012, S

. 112

（116

）, H
orn

, A
ctio lib

era in
 cau

sa-ein
e 

notw
endige, eine zulässige R

echtsfigur?, G
A

 1969, S. 289

（306

）, P
aeffgen, A

ctio libera in causa und §323a StG
B

, Z
StW

 97

（1985

）, S. 513

（524f. 

）, 

O
tto, A

ctio libera in causa, JU
R

A
 1986, S. 426

（433

）. 

（
7
）　

D
u

ttge, a. a. O
. 

（A
n

m
. 6

）, M
K

, §15 R
n

. 134, N
eu

m
an

n
, Z

u
rech

n
u

n
g u

n
d

 “V
orversch

u
ld

en
, 1985, S

. 186ff. , Z
ielin

ski, K
om

m
en

tar zu
m

 

Strafgesetzbuch, R
eihe A

lternativkom
m

entare, B
d. 1, 1990, §§15, 16 R

n. 91. 

本
間
・
前
掲
注
（
4
）
一
六
一
頁
、
大
島
・
前
掲
注
（
4
）
三
八
九
頁
。

（
8
）　

大
塚
裕
史
﹁
段
階
的
過
失
に
お
け
る
実
行
行
為
性
の
検
討
﹂﹃
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
﹄（
二
〇
〇
六
年
、
成
文
堂
）
四
五
頁
、
五
五
頁
、
六
一
頁
。

（
9
）　

中
空
壽
雅
﹁
過
失
犯
の
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
刑
事
法
学
の
新
動
向
上
巻　

下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
﹄（
一
九
九
五
年
、
成
文
堂
）
二
〇
二
頁
。

（
10
）　

仲
道
祐
樹
﹁
過
失
行
為
の
と
ら
え
方
﹂
高
橋
則
夫
・
杉
本
一
敏
・
仲
道
祐
樹
﹃
刑
法
理
論
学
入
門
﹄（
二
〇
一
四
年
、
日
本
評
論
社
）
二
八
頁
。N

eum
ann, a. a. O

. （A
nm

. 

7

）, S. 192. 

（
11
）　

松
生
光
正﹁
引
き
受
け
過
失
に
つ
い
て
﹂﹃
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
﹄（
二
〇
〇
七
年
、成
文
堂
）四
四
五
頁
。H

ettinger, Z
ur Strafbarkeit der “fahrlässigen 

actio libera in
 cau

sa”, G
A

 1989, S
. 1 

（15f. 

）, d
ers, H

an
d

lu
n

gsen
tsch

lu
ss u

n
d

 -B
egin

n
 als G

ren
zkriteriu

m
 tatbestan

d
sm

ässigen
 V

erh
alten

s beim
 

fahrlässig begangenen sog. reinen E
rfolgsdelikt - Z

ugleich zur sog. fahrlässigen actio libera in causa, in:F
estschrif für F. C

. Schroeder, 2006, S. 209

（220

）（
故
意
犯
で
あ
れ
ば
実
行
行
為
を
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
予
備
へ
の
可
罰
性
の
拡
大
が
、
な
ぜ
過
失
犯
の
場
合
に
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で

な
い
）. 

（
12
）　

本
間
・
前
掲
注（
4
）一
五
七
頁
。V

ogel, Strafgesetzbuch

（L
eipziger K

om
m

entar

） Groß
kom

m
entar, 12. A

ufl. , 2007, §15 R
n. 305, D

uttge, a. a. O
. （A

nm
. 
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

九
四
二

交
通
事
故
お
よ
び
医
療
事
故
と
引
受
け
過
失

二
九
七
〇

6

）, M
K

, §15, R
n. 131, K

indhäuser, Strafrech A
llgem

einer Teil, 6. A
ufl. , 2013, §35 R

n. 14, N
eum

ann, a. a. O
. （A

nm
. 7

）, S. 191, B
aum

ann/W
eber/

M
itsch/E

isele, Strafrecht A
llgm

einer Teil, 12. A
ufl. , 2016, §12, R

n. 68, M
aurach/ G

össel/Z
ipf, Strafrecht A

llgem
einer Teil, T

b. 2, 8. A
ufl. , 2014, §43 

R
n. 73

（
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
構
成
要
件
領
域
に
お
け
る
特
別
形
式
）. 

（
13
）　

本
間
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
七
頁
。

（
14
）　

杉
本
一
敏
﹁
過
失
の
二
つ
の
問
い
方
︱
﹃
危
険
の
現
実
化
﹄
か
﹃
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹄
か
﹂
高
橋
則
夫
・
杉
本
一
敏
・
仲
道
祐
樹
﹃
理
論
刑
法
学
入
門
﹄（
二
〇

一
四
年
、
日
本
評
論
社
）
一
四
頁
以
下
。

（
15
）　

高
橋
・
前
掲
注
（
4
）
三
五
九
頁
注
（
29
）、D

ehne -N
iem

ann, O
m

issio libera in causa bei ︿︿echten

﹀﹀ Unterlassungsdelikten? Z
ur V

erhaltensgebundenheit 

︿︿echten

﹀﹀ Unterlassens, am
 B

eispiel der §266aI, 323c StG
B

, G
A

 2009, S. 150

（152

）. 

（
16
）　

杉
本
一
敏
﹁
責
任
帰
属
の
原
理
と
し
て
の
﹃
責
任
モ
デ
ル
﹄
と
﹃
例
外
モ
デ
ル
﹄（
一
）
︱
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
を
手
が
か
り
に
︱
﹂
早
稲
田
法
学
八
八
巻
二
号
（
二

〇
一
三
年
）
一
四
二
頁
、
丸
山
・
前
掲
注
（
4
）
七
七
頁
。

（
17
）　

杉
本
一
敏
﹁﹃
過
失
犯
に
お
い
て
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
理
論
は
不
要
で
あ
る
﹄
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
︱
通
説
的
見
解
の
批
判
的
検
討
︱
﹂L

aw
 and P

ractice 

五
号
（2011

年
）
二
七
一
頁
、
二
八
七
頁
注
（
62
）
参
照
。

（
18
）　Stratenw

erth, V
erm

eidbarer Schuldausschluss, G
edächtnisschrift für A

rm
.  K

aufm
ann, 1989, S. 485ff. , B

ram
m

sen, T
un oder U

nterlassen? D
ie 

B
estim

m
u

n
g d

er strafrech
tlich

en
 V

erh
alten

sfo
rm

en
, G

A
 2002, S

. 193

（211

）. V
gl. M

o
n

tiel, V
o

rversch
u

ld
en

 als P
flich

tverletzu
n

g, Z
u

r 

strafrechtlichen R
elevanz der U

nterscheidung von P
flichten und O

bliegenheiten, in:F
estschrift für Streng, 2017, S. 101ff. 

（
19
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
［
新
版
第
四
版
］﹄（
二
〇
一
二
年
、
成
文
堂
）
一
八
四
頁
以
下
。

（
20
）　B

aum
ann/W

eber/M
itsch/E

isele, a. a. O
. （A

nm
. 12

）, §12, R
n. 69. 

（
21
）　

本
間･

前
掲
注
（
4
）
一
五
七
頁
、
平
野
龍
一
﹃
刑
法
総
論
Ⅰ
﹄（
一
九
七
二
年
、
有
斐
閣
）
一
九
六
頁
以
下
、
杉
本
・
前
掲
注
（
17
）
二
七
一
頁
、
田
村
翔
﹁
引
受
け
過

失
論
考
察
の
た
め
の
序
章
︱
規
範
論
的
観
点
か
ら
︱
﹂
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
四
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
九
二
頁
、
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
二
頁
（﹁
開
始
行

為
が
実
質
的
に
危
険
で
あ
れ
ば
﹂
と
す
る
）。F

rister, Strafrecht A
llgem

einer Teil, 6. A
ufl. , 2013, §12 R

n. 11. 

（
22
）　K

ühl, a. a. O
. （A

nm
. 6

）, §17 R
n. 95a, H

ettinger, a. a. O
. （A

nm
. 11

）, G
A

 1989, S. 13ff. , ders. , a. a. O
. （A

nm
. 11

）, F
estschrift für F. C

. Schroeder, S. 

209ff. , H
orn, D

er A
nfang vom

 E
nde der actio libera in causa, StV

 1997, S. 265f. , R
önnau, D

ogm
atisch-konstruktive L

ösungsm
odelle zur actio 

libera in causa, JA
 1997, S. 715. 



（　
　
　
　

）

交
通
事
故
お
よ
び
医
療
事
故
と
引
受
け
過
失

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

九
四
三

二
九
七
一

（
23
）　

松
生
・
前
掲
注
（
11
）
四
七
二
頁
。

（
24
）　

杉
本
・
前
掲
注
（
17
）
二
八
四
頁
。

（
25
）　D

uttge, a. a. O
. （A

nm
. 6

）, M
K

, §15, R
n. 133. 

（
26
）　

樋
口
亮
介
﹁
実
行
行
為
概
念
に
つ
い
て
﹂﹃
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
﹄（
二
〇
一
七
年
、
有
斐
閣
）
四
八
頁
、
同
﹁
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準
︱
比
例
原
則
に
基
づ
く

義
務
内
容
の
確
定
﹂﹃
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文
集
﹄（
二
〇
一
四
年
、
成
文
堂
）
二
〇
九
頁
以
下
。

（
27
）　

井
田
・
前
掲
注
（
4
）
二
一
〇
頁
。
な
お
、
高
橋
則
夫
﹁
過
失
犯
に
お
け
る
行
為
規
範
と
注
意
規
範
の
連
関
﹂﹃
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
︹
上
巻
︺﹄（
二
〇
一
七
年
、

成
文
堂
）
四
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
28
）　K

ühl, a. a. O
. （A

nm
. 6

）, §17, R
n. 91, K

aspar, a. a. O
. （A

nm
. 6

）, JuS 2012, S. 112

（116

）. 

（
29
）　V

gl. G
aede, N

om
os K

om
m

entar, Strafgesetzbuch, B
d.1, 5. A

ufl. 2017 （N
K

）, §13 R
n. 13. 

（
30
）　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
引
受
け
過
失
は
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
の
一
部
を
構
成
す
る
と
も
い
え
る
。

（
31
）　R

oxin, Strafrecht A
llgem

einer Teil, B
d. 1, 4. A

ufl. , 2006, §24 R
n. 36, 117f. , K

aspar,  a. a. O
.  （A

nm
. 6

）, JuS 2012, S. 112

（116

）, K
raats, A

us der 

R
echtsprechung zum

 A
rztstrafrecht 2013/2014-1. Teil1, N

StZ
-R

R
 2015, S. 97

（102

）, Jung D
as, Ü

bernahm
everschulden als R

egulativ im
 ärztlichen 

F
eld, in:F

estschrift für P
uppe, 2011, S. 1401

（1404f. 

）, B
G

H
St. 55, 121

（133ff. 

）（U
rt. v. 29. 4. 2010

）. 

（
32
）　

塩
見
淳
﹁
自
動
車
事
故
に
関
す
る
立
法
の
動
き
﹂
法
学
教
室
三
九
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
一
頁
、
古
川
伸
彦
﹁
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
に
つ
い
て
︱
新
設
犯
罪
類

型
の
批
判
的
検
討
︱
﹂
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
八
頁
。

（
33
）　

橋
爪
隆
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
解
釈
に
つ
い
て
﹂
法
曹
時
報
六
九
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
頁
以
下
、
杉
本
一
敏
﹁
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
等
処
罰
法
の
成
立
を
め

ぐ
る
所
感
︱
議
事
録
を
読
ん
で
︱
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
一
頁
、
山
田
利
行
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
自
動
車
運
転
死
傷
処
罰
法
二
条
一
号
及
び

三
条
一
項
）
の
実
務
的
運
用
に
つ
い
て
﹂
警
察
学
論
集
六
八
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
八
頁
以
下
。

（
34
）　

金
澤
真
理
﹁
一
定
の
病
気
、
症
状
に
よ
る
交
通
事
故
と
刑
事
責
任
﹂﹃
刑
事
法
と
歴
史
的
価
値
と
そ
の
交
錯
︱
内
田
博
文
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹄（
二
〇
一
六
年
、
法
律
文

化
社
）
四
五
頁
。

（
35
）　

葛
原
力
三
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
酩
酊
・
病
気
類
型
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
﹂﹃
浅
田
和
茂
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
上
巻
］﹄（
二
〇
一
六
年
、
成
文
堂
）
三
四

四
頁
注
（
1
）。

（
36
）　

田
村
翔
﹁
自
動
車
運
転
事
故
に
お
け
る
刑
法
上
の
過
失
︱
い
わ
ゆ
る
引
受
け
過
失
と
い
う
法
理
︱
﹂N

C
C

D
 Japan 

四
九
（
二
〇
一
四
年
）
一
九
頁
。
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

九
四
四

交
通
事
故
お
よ
び
医
療
事
故
と
引
受
け
過
失

二
九
七
二

（
37
）　

葛
原
・
前
掲
注
（
35
）
三
五
三
頁
注
（
23
）。

（
38
）　

葛
原
・
前
掲
注
（
35
）
三
四
三
頁
以
下
。

（
39
）　

橋
爪
・
前
掲
注
（
33
）
一
六
頁
注
（
30
）。

（
40
）　

金
澤
・
前
掲
注
（
34
）
四
五
頁
。

（
41
）　

橋
爪
・
前
掲
注
（
33
）
一
八
頁
以
下
、
同
﹁
最
近
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
﹂
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
〇
巻
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
八
頁
。

（
42
）　

拙
稿
﹁
犯
罪
論
に
お
け
る
同
時
存
在
の
原
則
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
﹂
同
志
社
法
学
三
七
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
43
）　

橋
爪
・
前
掲
注
（
33
）
二
七
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
41
）
三
九
頁
。

（
44
）　

保
坂
和
人
﹁
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
﹂
警
察
学
論
集
六
七
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
五
頁
参
照
。

（
45
）　

高
井
良
浩
﹁
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
﹂
捜
査
研
究
七
六
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
九
頁
。

（
46
）　

保
坂
・
前
掲
注
（
44
）
五
六
頁
、
山
田
・
前
掲
注
（
33
）
六
〇
頁
、
森
本
宏
﹁
判
批
（
東
京
地
判
平
成
二
七
年
三
月
二
三
日
）﹂
研
修
八
〇
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
三
頁
。

（
47
）　

蛯
原
意
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
お
よ
び
そ
の
認
識
に
つ
い
て
﹂
警
察
学
論
集
六
九
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）

一
四
九
頁
参
照
。

（
48
）　

高
井
・
前
掲
注
（
45
）
一
一
頁
。
な
お
、
古
川
・
前
掲
注
（
32
）
二
二
頁
参
照
。

（
49
）　

保
坂
・
前
掲
注
（
44
）
五
五
頁
、
橋
爪
・
前
掲
注
（
33
）
二
〇
頁
。

（
50
）　

城
祐
一
郎
﹃
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
危
険
運
転
致
死
傷
罪
﹄（
二
〇
一
六
年
、
東
京
法
令
出
版
）
一
四
三
頁
。

（
51
）　

高
井
・
前
掲
注
（
45
）
一
二
頁
、
城
・
前
掲
注
（
50
）
一
四
四
頁
。

（
52
）　

飯
田
英
男
﹃
刑
事
医
療
過
誤
Ⅲ
﹄（
二
〇
一
二
年
、
信
山
社
）。

（
53
）　

只
木
誠
﹁
判
批
﹂
医
事
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］（
二
〇
一
四
年
）
一
三
一
頁
、
同
﹁
日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
﹂
日
本
法
学
八
二
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）

二
二
一
頁
以
下
、
武
藤
眞
朗
﹁
手
術
と
刑
事
責
任
﹂
中
山
研
一
・
甲
斐
克
則
編
﹃
新
版
医
療
事
故
の
刑
事
判
例
﹄（
二
〇
一
〇
年
、
成
文
堂
）
一
七
二
頁
。

（
54
）　

多
和
田
隆
史
﹁
判
批
﹂﹃
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
七
年
度
﹄（
二
〇
〇
八
年
、
法
曹
会
）
五
六
一
頁
、
五
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
55
）　

東
京
高
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
三
日
判
特
三
九
号
二
三
四
頁
（
十
分
自
覚
し
て
い
た
過
労
状
態
で
居
眠
り
運
転
）、
大
阪
高
判
昭
和
三
二
年
六
月
二
八
日
裁
特
四
巻
一
三

号
三
一
七
頁
（
睡
眠
不
足
の
た
め
眠
気
を
催
し
、
眠
気
の
た
め
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
居
眠
り
状
態
の
ま
ま
運
転
︱
原
因
に
お
い
て

自
由
な
行
為
と
す
る
）、
前
橋
地
判
平
成
二
六
年
三
月
二
五
日L

E
X

D
B25446352

（
睡
眠
不
足
及
び
疲
労
の
た
め
眠
気
を
覚
え
、
漫
然
と
運
転
を
継
続
）、
広
島
地
判
平
成
二
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六
九
巻
七
号�

九
四
五

二
九
七
三

八
年
九
月
二
九
日L

E
X

D
B25544145

（
過
労
状
態
に
あ
り
、
運
転
を
開
始
す
れ
ば
眠
気
を
催
し
、
仮
眠
状
態
に
陥
り
前
方
注
視
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識

し
な
が
ら
運
転
を
開
始
）。

（
56
）　

大
阪
高
判
昭
和
四
二
年
九
月
二
六
日
判
タ
二
一
四
号
二
五
五
頁
（
①
②
④
）、
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
四
月
二
二
日
高
刑
集
二
一
巻
四
号
三
四
八
頁
（
①
︱
て
ん
か
ん
の
発

作
も
衝
突
に
よ
る
結
果
の
発
生
も
、
す
べ
て
注
意
義
務
違
反
の
過
失
行
為
に
発
し
た
因
果
系
列
内
で
生
じ
た
も
の
）、
東
京
高
判
昭
和
四
三
年
九
月
五
日
高
刑
集
二
一
巻
四
号

三
四
一
頁
（
①
）、
仙
台
地
判
昭
和
五
一
年
二
月
五
日
刑
月
八
巻
一
＝
二
号
四
一
頁
（
①
②
）、
東
京
地
判
平
成
五
年
一
月
二
五
日
判
時
一
四
六
三
号
一
六
一
頁
（
①
②
）、
広

島
地
福
山
支
判
平
成
二
三
年
八
月
八
日L

E
X

D
B25472510

（
①
②
④
）、
松
江
地
判
平
成
二
三
年
一
一
月
一
〇
日L

E
X

D
B25481223

（
①
②
③
）、
宇
都
宮
地
判
平
成
二
三

年
一
二
月
一
九
日L

E
X

D
B25480381

（
①
②
③
④
）、
鹿
児
島
地
判
平
成
二
四
年
一
月
六
日L

E
X

D
B25480170

（
①
③
④
）、
広
島
高
松
江
支
判
平
成
二
四
年
四
月
二
七
日

L
E

X
D

B25481224

（
①
②
③
）、
名
古
屋
高
判
平
成
二
四
年
五
月
一
〇
日
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
平
成
二
四
年
一
九
七
頁
（
①
②
④
）。

（
57
）　

金
山
・
前
掲
注
（
3
）
一
七
四
頁
以
下
。
中
空
壽
雅
﹁
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
交
通
事
故
と
責
任
能
力　

報
告
四
﹃
刑
事
法
的
側
面
か
ら
﹄﹂
交
通
法
研
究
四
二
号
（
二
〇
一
四
年
）

七
三
頁
は
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
は
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
形
で
処
罰
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

（
58
）　

大
阪
地
判
平
成
六
年
九
月
二
六
日
判
タ
八
八
一
号
二
九
一
頁
。

（
59
）　

神
戸
地
判
平
成
一
五
年
四
月
一
六
日L

E
X

D
B28095285

。
な
お
、
向
精
神
薬
の
影
響
に
よ
り
、
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
の
操
作
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と

す
る
運
転
中
止
義
務
違
反
と
の
予
備
的
訴
因
に
つ
い
て
は
、
薬
の
服
用
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
が
残
り
、
注
意
義
務
の
前
提
が
欠
け
る
と
す
る
。

（
60
）　

東
京
高
判
昭
和
四
九
年
七
月
一
九
日
東
時
二
五
巻
七
号
六
〇
頁
。
判
例
の
基
準
か
ら
す
る
と
、
こ
の
結
論
に
は
疑
問
が
あ
る
。
馬
場
美
年
子
・
一
杉
正
仁
・
相
磯
貞
和
﹁
て

ん
か
ん
発
作
に
よ
る
意
識
障
害
に
起
因
し
た
自
動
車
事
故
例
の
検
討
︱
本
邦
判
例
か
ら
み
た
運
転
者
の
刑
事
責
任
と
現
行
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
︱
﹂
て
ん
か
ん
研
究
三
一

巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
61
）　

馬
場
美
年
子
・
一
杉
正
仁
・
相
磯
貞
和
・
前
掲
注
（
60
）
八
頁
以
下
参
照
。

（
62
）　

名
古
屋
地
豊
橋
支
判
平
成
二
〇
年
一
一
月
五
日L

E
X

D
B25450269

。

（
63
）　

大
阪
地
判
平
成
一
七
年
二
月
九
日
判
時
一
八
九
六
号
一
五
七
頁
（
本
件
当
時
、
病
気
や
そ
の
危
険
性
を
疑
う
べ
き
だ
っ
た
と
す
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
困
難
）、
千
葉
地

判
平
成
二
五
年
一
〇
月
八
日
判
タ
一
四
一
九
号
三
八
六
頁
（
信
号
表
示
に
留
意
す
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
た
）。

（
64
）　

大
津
地
判
平
成
一
九
年
一
月
二
六
日L

E
X

D
B28135324

（
極
度
の
過
労
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
眠
気
を
感
じ
た
以
上
、
運
転
中
止
義
務

が
あ
っ
た
）。
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
札
幌
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日L

E
X

D
B25481844

、
前
橋
地
判
昭
和
二
六
年
三
月
二
五
日L

E
X

D
B25446352

、
東
京
地
判
平
成

二
六
年
七
月
四
日L

E
X

D
B25504496

、
東
京
高
判
平
成
二
七
年
一
月
二
〇
日L

E
X

D
B25505792

が
あ
る
。
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（
65
）　

横
浜
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
一
日
判
タ
一
三
九
八
号
三
六
六
頁
。
な
お
、
自
動
車
運
転
過
失
傷
害
罪
で
は
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
。

（
66
）　

大
阪
高
判
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日L

E
X

D
B25448575

。

（
67
）　

東
京
高
判
平
成
一
四
年
一
二
月
三
日
東
時
五
三
巻
一
～
一
二
号
一
〇
五
頁
。

（
68
）　

奈
良
地
判
平
成
二
四
年
七
月
九
日L

E
X

D
B25482523

、
大
阪
高
判
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日L

E
X

D
B25503726

。

（
69
）　

千
葉
地
判
平
成
二
五
年
四
月
一
八
日L

E
X

D
B25445817

。

（
70
）　

福
岡
地
判
平
成
二
七
年
八
月
一
七
日
不
登
載
（
自
動
車
事
故
判
例
研
究
会
編
著
﹃
必
携
自
動
車
事
故
・
危
険
運
転
重
要
判
例
要
旨
集
［
第
二
版
］（
二
〇
一
七
年
、
立
花
書
房
）

三
九
三
頁
）。

（
71
）　

福
岡
地
判
平
成
二
八
年
二
月
二
六
日
前
掲
注
（
70
）
重
要
判
例
要
旨
集
［
第
二
版
］
三
九
六
頁
。

（
72
）　

橋
爪
・
前
掲
注
（
41
）
三
八
頁
は
、
現
在
で
あ
れ
ば
二
条
一
号
の
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

（
73
）　

橋
爪
・
前
掲
注
（
41
）
三
九
頁
は
、
事
前
の
意
思
決
定
に
支
配
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
危
険
運
転
行
為
が
行
わ
れ
た
と
評
価
で
き
る
限
度
で
、
そ
の
よ
う
な
﹁
ず
れ
﹂
を
正
当

化
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
同
・
前
掲
注
（
33
）
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
74
）　

な
お
、
事
故
以
前
に
眠
気
を
催
し
、
前
方
注
視
が
困
難
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
運
転
中
止
義
務
が
生
じ
た
と
認
め
る
に
は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る

と
し
て
、
過
失
運
転
致
傷
罪
の
成
立
も
否
定
さ
れ
た
。

（
75
）　

札
幌
地
判
平
成
二
六
年
九
月
二
日L

E
X

D
B25504881

。
橋
爪
・
前
掲
注
（
41
）
四
〇
頁
は
、
三
条
二
項
の
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

（
76
）　

神
戸
地
判
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日L

E
X

D
B25545816

。

（
77
）　

岡
山
地
倉
敷
支
判
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
三
日
不
登
載
（
城
・
前
掲
注
（
50
）
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
一
五
三
頁
）。

（
78
）　

大
阪
地
判
平
成
二
八
年
八
月
二
四
日
不
登
載
（
大
阪
高
判
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日L

E
X

D
B25448575

の
原
審
）。

（
79
）　

大
阪
地
判
平
成
二
八
年
八
月
二
日L

E
X

D
B25543573

、
大
阪
地
判
平
成
二
九
年
一
月
二
四
日L

E
X

D
B25448459

。

（
80
）　

葛
原
・
前
掲
注
（
35
）
三
五
一
頁
は
、﹁
病
気
類
型
の
過
失
犯
判
例
の
態
度
を
立
法
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
す
る
。

（
81
）　

中
空
・
前
掲
注
（
9
）
一
八
四
頁
以
下
、
田
村
・
前
掲
注
（
36
）
一
五
頁
参
照
。

（
82
）　

一
杉
正
仁
﹁
処
方
薬
と
自
動
車
運
転
︱
適
切
な
処
方
と
療
法
指
導
︱
﹂
薬
学
雑
誌
一
三
七
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
一
〇
頁
。

（
83
）　

日
本
精
神
神
経
学
会
﹁
患
者
の
自
動
車
運
転
に
関
す
る
精
神
科
医
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
、
三
野
進
﹁
統
合
失
調
症
の
自
動
車
運
転
に
か
か
わ

る
法
規
制
﹂
精
神
医
学
五
九
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
九
四
頁
、
川
合
健
介
﹁
て
ん
か
ん
と
自
動
車
運
転
﹂
精
神
医
学
五
九
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
一
四
頁
。
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（
84
）　

東
京
海
上
日
動
リ
ス
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
自
動
車
リ
ス
ク
事
業
部
﹁
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
け
る
健
康
起
因
事
故
防
止
の
取
組
み
﹂
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

最
前
線
№
16
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
。

（
85
）　

三
野
・
前
掲
注
（
83
）
二
九
九
頁
。

（
86
）　

川
本
哲
郎
﹁
認
知
症
な
ど
の
病
気
と
交
通
犯
罪
﹂﹃
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
下
巻
］﹄（
二
〇
一
七
年
、
成
文
堂
）
三
七
六
頁
は
、﹁
本
罪
（
自
動
車
運
転
死
傷
行

為
処
罰
法
三
条
二
項
の
罪
）
に
該
当
す
る
の
は
、
医
師
の
指
示
に
従
わ
ず
に
、
運
転
を
し
た
場
合
等
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
す
る
。


